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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の生体情報を被検体内から被検体外に向けて送信するカプセル型医療装置と、被
検体外に配されて前記生体情報を受信する生体情報受信装置とを有して前記生体情報を検
出するカプセル型通信システムであって、
　前記カプセル型医療装置は、前記生体情報受信装置との間の通信状態を確認するための
通信確認信号を送信し、
　前記生体情報受信装置は、前記通信確認信号を受信したときに、通信を許可するための
通信許可信号を送信し、
　前記カプセル型医療装置は、前記通信許可信号を受信したときに、前記生体情報を送信
する通信制御手段を備えていることを特徴とするカプセル型通信システム。
【請求項２】
　請求項１記載のカプセル型通信システムにおいて、
　前記通信許可信号は、前記カプセル型医療装置に電力を供給するための無線信号を兼ね
ていることを特徴とするカプセル型通信システム。
【請求項３】
　被検体の生体情報を検出すると共に、被検体外に配された生体情報受信装置に生体情報
を送信するカプセル型医療装置であって、
　前記生体情報を取得する取得手段と、
　取得された前記生体情報と、前記生体情報受信装置との間の通信状態を確認するための
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通信確認信号とを前記生体情報受信装置に向けて送信する送信手段と、
　前記通信確認信号を受けて前記生体情報受信装置から送られた少なくとも通信許可信号
を含む無線信号を受信する受信手段と、
　前記通信許可信号の受信状態に基づいて、前記生体情報を送信するか否かを判断する通
信制御手段とを備えていることを特徴とするカプセル型医療装置。　
【請求項４】
　請求項３記載のカプセル型医療装置において、
　前記送信手段及び前記受信手段は、共に同一のアンテナを用いることを特徴とするカプ
セル型医療装置。
【請求項５】
　請求項３又は４記載のカプセル型医療装置において、
　前記受信手段は、包絡線検波回路を有することを特徴とするカプセル型医療装置。
【請求項６】
　請求項３から５のいずれか１項に記載のカプセル型医療装置において、
　前記受信手段は、前記無線信号から電力を得るための整流回路と、該整流回路の出力か
ら前記通信許可信号を検出して前記通信制御手段に送る通信許可検出部とを有することを
特徴とするカプセル型医療装置。
【請求項７】
　被検体外に配され、被検体内のカプセル型医療装置から送信された該被検体の生体情報
と、カプセル型医療装置との間の通信状態を確認するための通信確認信号とを受信する生
体情報受信装置であって、　
　前記生体情報及び前記通信確認信号を受信する受信手段と、
　受信した前記生体情報を記録する記録部と、
　前記受信手段が前記通信確認信号を受信したときに、前記カプセル型医療装置に対して
前記生体情報の送信を許可する通信許可信号を生成する通信許可信号生成部と、
　前記通信許可信号を送信する通信許可信号送信手段とを有することを特徴とする生体情
報受信装置。
【請求項８】
　請求項７記載の生体情報受信装置において、
　前記通信許可信号は、前記カプセル型医療装置に電力を供給するための無線信号を兼ね
ることを特徴とする生体情報受信装置。
【請求項９】
　請求項８記載の生体情報受信装置において、
　前記通信許可信号送信手段は、前記通信確認信号が受信されないときに、前記カプセル
型医療装置から通信確認信号が送信される間隔よりも長い間隔で、前記通信許可信号を送
信することを特徴とする生体情報受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体腔内の検査等に使用されるカプセル型通信システム、カプセル型医療装置
及び生体情報受信装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被験者（患者）の消化管内を観察する内視鏡の分野において、飲み込み型のカプ
セル内視鏡が各種提供されている（例えば、特許文献１及び特許文献２参照）。このカプ
セル型内視鏡には、撮像機能と無線通信機能とが設けられている。カプセル内視鏡は、被
験者によって飲み込まれて被検体に投入されると、消化管の蠕動にしたがって体内を進む
と共に、その間一定のフレームレートで撮像された被検体内画像を無線にて送信する。こ
の送信された被検体内画像は、被験者が身に付けた受信装置によって受信及び記録される
。そして、カプセル内視鏡が排出された後、医師又は看護士は、受信装置に記録された画
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像データをワークステーションにダウンロードし、ワークステーションの画面に表示され
た被検体内画像を見て診断を行う。
　また、従来のカプセル内視鏡においては、無線信号は単方向（一方向）に送られるだけ
であった。つまり、カプセル内視鏡は送信機能のみを有し、受信装置は受信機能のみを有
する構成であり、被検体内に導入されたカプセル内視鏡は受信装置の受信状態に関わらず
、画像信号を無線送信し続けるという構成が一般的であった。
【特許文献１】特公平１－３０５９２５号公報
【特許文献２】特公平４－１０９９２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来のカプセル内視鏡は、受信装置の受信状態に関わらず被検体内から
無線信号を送信するので、カプセル内視鏡と受信装置との間の通信状態が良好でない場合
には、受信装置で受信されない無駄なデータを送信してしまう問題があった。これは、カ
プセル内視鏡の実効的な寿命、つまり、受信可能なデータを送信する時間を減少させてし
まう問題に繋がる。
　また、従来のカプセル内視鏡システムでは、受信状態が好ましくない期間に送信された
画像データは受信装置にて記録されないため、この期間の診断ができなくなるという問題
もあった。
【０００４】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであって、その目的は、カプセル内
視鏡と受信装置との間の通信状態が良好なときにのみ生体情報の送信を行うカプセル型通
信システム、カプセル型医療装置及び生体情報受信装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、以下の手段を提供する。
　請求項１に係る発明は、被検体の生体情報を被検体内から被検体外に向けて送信するカ
プセル型医療装置と、被検体外に配されて前記生体情報を受信する生体情報受信装置とを
有して前記生体情報を検出するカプセル型通信システムであって、前記カプセル型医療装
置が、前記生体情報受信装置との間の通信状態を確認するための通信確認信号を送信し、
前記生体情報受信装置が、前記通信確認信号を受信したときに、通信を許可するための通
信許可信号を送信し、前記カプセル型医療装置が、前記通信許可信号を受信したときに、
前記生体情報を送信する通信制御手段を備えているカプセル型通信システムを提供する。
【０００６】
　この発明に係るカプセル型通信システムにおいては、カプセル型医療装置が、生体情報
受信装置から送信された通信許可信号を受信したときに生体情報の送信を行うので、両者
の通信状態が良好な状態のときに生体情報の送信（データ送信）を行うことができる。従
って、通信状態の不良のとき、即ち、生体情報受信装置が生体情報を受信できないときに
、無駄な画像をカプセル型医療装置から送信して電力を消費することはない。また、通信
状態が良好なときに、例えば、複数フレームの画像等の生体情報を送信するので、生体情
報受信装置は取得画像を失うことが少なく、効率的に生体情報を受信する。よって、より
正確な生体情報を得ることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明は、請求項１記載のカプセル型通信システムにおいて、前記通信許
可信号が、前記カプセル型医療装置に電力を供給するための無線信号を兼ねているカプセ
ル型通信システムを提供する。
【０００８】
　この発明に係るカプセル型通信システムにおいては、カプセル型医療装置は、通信許可
信号を介して被検体外に配された生体情報受信装置から電力の供給を受けることができる
ので、電池切れ等の電力切れをなくすことができる。よって、確実に生体情報を得ること



(4) JP 4451217 B2 2010.4.14

10

20

30

40

50

ができる。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、被検体の生体情報を検出すると共に、被検体外に配された生体
情報受信装置に生体情報を送信するカプセル型医療装置であって、前記生体情報を取得す
る取得手段と、取得された前記生体情報と、前記生体情報受信装置との間の通信状態を確
認するための通信確認信号とを前記生体情報受信装置に向けて送信する送信手段と、前記
通信各信号を受けて前記生体情報受信装置から送られた少なくとも通信許可信号を含む無
線信号を受信する受信手段と、前記通信許可信号の受信状態に基づいて、前記生体情報を
送信するか否かを判断する通信制御手段とを備えているカプセル型医療装置を提供する。
【００１０】
　この発明に係るカプセル型医療装置においては、被検体内に投入されると、取得手段に
より生体情報の取得を行いながら、被検体内を移動する（蠕動運動等による）。また、被
検体内の移動を行う際、生体情報の取得と同時に、送信手段が被検体外に向けて通信確認
信号の送信を行う。ここで、生体情報受信装置は、通信確認信号を受けて通信許可信号を
含む無線信号の送信を行う。そして、被検体内の移動を行っているときに、生体情報受信
装置から送られた通信許可信号を受信手段が受信すると、通信制御手段は通信許可信号の
受信状態に基づいて生体情報を送信するか否かを判断し、送信すると判断した場合には、
送信手段から生体情報を送信させる。
　このように、カプセル型医療装置と生体情報受信装置との間の通信状態が良好なときに
、生体情報の送信（データ送信）を行うことができる。従って、通信状態の不良のとき、
即ち、生体情報受信装置が生体情報を受信できないときに、無駄な画像を送信して電力を
消費することはない。また、通信状態が良好なときに、例えば、複数フレームの画像等の
生体情報を送信するので、生体情報受信装置は取得画像を失うことが少ない。よって、よ
り正確な生体情報を得ることができる。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、請求項３記載のカプセル型医療装置において、前記送信手段及
び前記受信手段が、共に同一のアンテナを用いるカプセル型医療装置を提供する。
【００１２】
　この発明に係るカプセル型医療装置においては、送信手段及び受信手段が、同一のアン
テナを切替等して共に用いることができるので、構成を容易にでき、小型化を図ることが
できる。
【００１３】
　請求項５に係る発明は、請求項３又は４記載のカプセル型医療装置において、前記受信
手段が、包絡線検波回路を有するカプセル型医療装置を提供する。
【００１４】
　この発明に係るカプセル型医療装置においては、受信手段の主要構成、例えば、復調部
等の大部分を受動部品で構成することができるので、受信手段における消費電力を抑える
ことができる。特に、カプセル型医療装置が内蔵された電池等を電力源としている場合に
は、電池の消費電力を低減でき、限られている電力を有効に使用できるので寿命を伸ばす
ことができる。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、請求項３から５のいずれか１項に記載のカプセル型医療装置に
おいて、前記受信手段が、前記無線信号から電力を得るための整流回路と、該整流回路の
出力から前記通信許可信号を検出して前記通信制御手段に送る通信許可検出部とを有する
カプセル型医療装置を提供する。
【００１６】
　この発明に係るカプセル型医療装置においては、整流回路が、被検体外に配された生体
情報受信装置から送信された無線信号を介して電力の供給を受けることができるので、電
池切れ等の電力切れをなくすことができる。よって、確実に生体情報を得ることができる
。また、通信許可検出部が、整流回路の出力から通信許可信号を検出するため、別途検出
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回路を設ける必要がない。従って、構成を容易にでき、小型化を図ることができる。
【００１７】
　請求項７に係る発明は、被検体外に配され、被検体内のカプセル型医療装置から送信さ
れた該被検体の生体情報と、カプセル型医療装置との間の通信状態を確認するための通信
確認信号とを受信する生体情報受信装置であって、前記生体情報及び前記通信確認信号を
受信する受信手段と、受信した前記生体情報を記録する記録部と、前記受信手段が前記通
信確認信号を受信したときに、前記カプセル型医療装置に対して前記生体情報の送信を許
可する通信許可信号を生成する通信許可信号生成部と、前記通信許可信号を送信する通信
許可信号送信手段とを有する生体情報受信装置を提供する。
【００１８】
　この発明に係る生体情報受信装置においては、被検体内のカプセル型医療装置から通信
確認信号を受信手段が受信すると、通信許可信号生成部が生体情報の送信を許可する通信
許可信号の生成を行う。つまり、通信許可信号生成部は、通信確認信号を受信したことで
、カプセル型医療装置との間の通信状態が良好と判断して通信許可信号の生成を行う。そ
して、通信許可信号送信手段は、通信許可信号をカプセル型医療装置に向けて送信する。
ここで、カプセル型医療装置は、通信許可信号を受けて生体情報の送信を行う。この生体
情報は、受信手段により受信されると共に、記録部にて記録される。
　このように、通信確認信号に基づいて、カプセル型医療装置と生体情報受信装置との間
の通信状態が良好なときに、通信許可信号をカプセル型医療装置に送信し、生体情報を得
ることができる。また、通信状態が良好なときに、例えば、複数フレームの画像等の生体
情報を得るので、取得画像等を失うことが少ない。よって、より正確な生体情報を得るこ
とができる。
【００１９】
　請求項８に係る発明は、請求項７記載の生体情報受信装置において、前記通信許可信号
が、前記カプセル型医療装置に電力を供給するための無線信号を兼ねる生体情報受信装置
を提供する。
【００２０】
　この発明に係る生体情報受信装置においては、電力を供給するための無線信号と通信許
可信号とを共用することができるので、単一の送信手段によって電力供給及び通信許可信
号の送信を行うことができる。よって、構成を容易にでき、小型化を図ることができる。
【００２１】
　請求項９に係る発明は、請求項８記載の生体情報受信装置において、前記通信許可信号
送信手段が、前記通信確認信号が受信されないときに、前記カプセル型医療装置から通信
確認信号が送信される間隔よりも長い間隔で、前記通信許可信号を送信する生体情報受信
装置を提供する。
【００２２】
　この発明に係る生体情報受信装置においては、通信確認信号が送信される間隔よりも長
い間隔で電力供給を兼ねた通信許可信号を送信して、カプセル型医療装置に適時電力を供
給するので、カプセル型医療装置の電力切れによる通信確認信号の未送信を防止できる。
よって、確実に生体情報を得ることができる。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明に係るカプセル型通信システム、カプセル型医療装置及び生体情報受信装置に
よれば、カプセル型医療装置と生体情報受信装置との間の通信状態が良好なときに、生体
情報の送信又は受信を行うことができる。
　また、通信状態の不良のとき、即ち、生体情報受信装置が生体情報を受信できないとき
に、無駄な画像をカプセル型医療装置から送信して電力を消費することはない。また、通
信状態が良好なときに、例えば、複数フレームの画像等の生体情報を送信するので、生体
情報受信装置は取得画像を失うことが少なく、効率的に生体情報を受信する。よって、よ
り正確な生体情報を得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明に係るカプセル型通信システム、カプセル型医療装置及び生体情報受信装
置の第１実施形態を、図１から図４を参照して説明する。
　本実施形態のカプセル型通信システム１は、図１に示すように、被験者（被検体）Ａの
生体情報を、体内（被検体内）から体外（被検体外）に向けて送信するカプセル内視鏡（
カプセル型医療装置）２と、体外に配されて、カプセル内視鏡２から送信されてきた生体
情報である画像信号を受信する受信装置（生体情報受信装置）３と、該受信装置３に記録
された画像データを表示するためのワークステーション４とを有して生体情報を検出する
ものである。
　また、カプセル内視鏡２は、受信装置３との間の通信状態を確認するための通信確認信
号を送信し、受信装置３は、通信確認信号を受信したときに生体情報の通信を許可するた
めの通信許可信号を送信し、更に、カプセル内視鏡２は、通信許可信号を受信したときに
生体情報を送信するようになっている。これについては、後に詳細に説明する。
【００２５】
　上記カプセル内視鏡２は、被験者Ａが飲み込み可能なものであって、該被験者Ａの体内
に導入されて生体情報を取得（検出）するものである。なお、本実施形態においては、被
験者Ａの消化管内の画像（画像信号）を上記生体情報として説明する。
　本実施形態のカプセル内視鏡２は、図２に示すように、画像（生体情報）を取得する取
得手段１０と、取得された画像及び上記通信確認信号を受信装置３に送信する送信手段１
１と、通信確認信号を受けて受信装置３から送られた少なくとも上記通信許可信号を含む
無線信号を受信する受信手段１２と、通信許可信号の受信状態に基づいて、画像を送信す
るか否かを判断する通信制御部（通信制御手段）１３とを備えている。これら各構成品は
、外装１４内に内蔵されている。
【００２６】
　上記外装１４は、カプセル状の筐体１５と、画像を撮像するために透明部材からなる透
明カバー１６とで構成されている。また、外装１４の内部には、体内を照明するためのＬ
ＥＤ１７と、体内像を結像させる、即ち、体内の観察対象部位を結像させる対物レンズ１
８と、体内像を撮像する固体撮像素子１９と、撮像された画像を記憶するメモリ２０と、
上記ＬＥＤ１７及び上記固体撮像素子１９を制御する撮像部制御手段２１と、送信用の画
像信号を変調する変調器２２と、受信装置３から無線にて送られる制御信号である上記通
信許可信号を復調する復調器２３と、固体撮像素子１９により撮像された画像信号を送信
に適した形態に変えたり、上記通信許可信号を所定処理する信号処理回路２４と、上記通
信制御部１３と受信装置３との間で各種信号の送信又は受信を行うアンテナ２５と、変調
器２２及び復調器２３のいずれかをアンテナ２５に接続するよう接続を切替える切替スイ
ッチ２６と、上記各構成品に電力を供給する電池２７及び電源回路２８と、カプセル内視
鏡２を動作させるか否かを制御する電源スイッチ２９とが内蔵されている。
【００２７】
　上述したＬＥＤ１７、対物レンズ１８、固体撮像素子１９及び撮像部制御手段２１は、
上記取得手段１０を構成している。また、アンテナ２５、切替スイッチ２６及び変調器２
２は、上記送信手段１１を構成し、アンテナ２５、切替スイッチ２６及び復調器２３は、
上記受信手段１２を構成している。また、上述したように、送信手段１１及び受信手段１
２は、共に同一のアンテナ２５を切替スイッチ２６により切り替えて使用するようになっ
ている。
【００２８】
　透明カバー１６の内側には、上記対物レンズ１８が設けられており、該対物レンズ１８
の結像位置には、例えば、ＣＣＤイメージャ等の上記固体撮像素子１９が配置されている
。また、対物レンズ１８の周囲には、照明素子として、例えば、白色の上記ＬＥＤ１７が
複数配置されている。更に、固体撮像素子１９は、対物レンズ１８によって結像した像を
電子信号に変換するようになっており、該固体撮像素子１９によって撮像された画像は、
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信号処理回路２４によって画像処理等の所定処理がなされた後、上記変調器２２（カプセ
ル内視鏡２の後方部に配されている）に送られた後、アンテナ２５から送信される。
【００２９】
　このアンテナ２５は、受信装置３から送られる制御信号である通信許可信号を受信する
受信アンテナの役割も持っている。ここで、カプセル内視鏡２と受信装置３との間の通信
状態が良好な場合に、受信装置３からカプセル内視鏡２に送信された通信許可信号は、ア
ンテナ２５にて受信される。この受信された通信許可信号は、復調器２３にて復調された
後、通信制御部１３へ送られるようになっている。そして、通信制御部１３は、この送ら
れた通信許可信号を認識すると共に、その結果に基づいて画像の送信を行うか否かを判断
し、上記送信手段１１の制御を行うようになっている。
【００３０】
　上記受信装置３は、図３に示すように、カプセル内視鏡２から送信されてきた各信号（
画像信号又は通信確認信号）の復調や記録等を行う外部装置３０と、各信号を受信するた
めの複数の受信用アンテナ３１ａ、３１ｂ・・を備える受信アンテナユニット３２と、通
信許可信号を送信するための送信用アンテナ３３とを備えている。
　また、本実施形態の受信装置３は、上記画像信号（生体情報）及び通信確認信号を受信
する受信手段３５と、受信した画像信号を記録する記録部３６と、受信手段３５が通信確
認信号を受信したときに、カプセル内視鏡２に対して生体情報の送信を許可する通信許可
信号を生成する通信許可信号生成部３７と、生成された通信許可信号を送信する通信許可
信号送信手段３８とを有している。
【００３１】
　上記受信アンテナユニット３２で受信された各信号は、受信回路４０で復調される。該
受信回路４０から出力される復調出力Ｓ１は、信号処理回路４１に送られ、信号の種類に
応じた処理が行われる。また、受信回路４０から出力される受信強度信号Ｓ２は、選択制
御部４２に送られる。該選択制御部４２は、送られてきた受信強度信号Ｓ２から、受信用
アンテナ３１ａ、３１ｂ・・から３１ｎにおける各アンテナでの受信強度を比較し、最も
受信に適したアンテナを選択する。そして、選択制御部４２は、選択結果に基づいて、切
替スイッチ４３を制御して実際のアンテナ切替を行うようになっている。
【００３２】
　ここで、受信アンテナユニット３２で受信された信号が、カプセル内視鏡２から送られ
た画像信号である場合には、信号処理回路４１により画像データの補正、圧縮等の処理が
なされ、処理済の画像データが制御部４５を介して記録部３６に記録される。記録部３６
としては、例えば、可搬型の記録媒体が用いられる。
　一方、受信された信号が、カプセル内視鏡２から送られた通信確認信号である場合には
、制御部４５が通信確認信号を認識した後、該制御部４５は通信許可信号生成部３７に対
し、カプセル内視鏡２が画像信号を送信することを許可する通信許可信号を生成するよう
に指示する。該通信許可信号生成部３７で生成された通信許可信号は、送信回路４６で変
調された後、送信用アンテナ３３から送信される。
　また、被験者Ａ（患者）情報、エラー情報等の各種情報は、制御部４５の制御により、
表示部４７及びワークステーション４に表示される。また、受信装置３の各機能ブロック
で必要な電力は電力供給部４８から供給される。
【００３３】
　上述した受信回路４０、信号処理回路４１、選択制御部４２、切替スイッチ４３、制御
部４５、記録部３６、通信許可信号生成部３７、送信回路４６、表示部４７及び電力供給
部４８は、上記外部装置３０を構成している。
　また、受信アンテナユニット３２、切替スイッチ４３及び受信回路４０は、上記受信手
段３５を構成し、送信用アンテナ３３及び送信回路４６は、上記通信許可信号送信手段３
８を構成している。
【００３４】
　このように構成されたカプセル型通信システム１により、被験者Ａの生体情報、即ち、
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消化管内の画像を取得する場合について、図４を参照しながら説明する。
　被験者Ａの体内に導入されたカプセル内視鏡２は、撮像部制御手段２１によって決まる
タイミングで撮像動作を行い、撮像した画像データをメモリ２０に書き込む（Ｓ１）。そ
の後、カプセル内視鏡２は、変調器２２をオンにして（Ｓ２）、受信装置３との間の通信
状態が良好か否かを判断するための通信確認信号を送信する（Ｓ３）。
　なお、通信確認信号の強度は、画像信号を送信する際の強度と略等しいので、受信装置
３は、通信確認信号が受信できれば画像信号も受信できると判断する。また、通信確認信
号は、固定パターンからなり、受信装置３が受信する外来ノイズとの区別がつくものが好
ましい。但し、通信確認信号の形態は、これに限定されることはなく、例えば、無変調信
号を通信確認信号として用い、受信装置３側で受信強度を見て通信確認信号が送られたか
否かを判断しても良い。
　上記通信確認信号の送信が終わると、変調器２２はオフ状態となる（Ｓ４）。
【００３５】
　一方、受信装置３は、通信確認信号又は画像信号を受信するまで、受信待機状態となっ
ている（Ｓ３０）。この受信待機中に、通信確認信号を受信した場合には（Ｓ３１－Ｙｅ
ｓ）、受信装置３はカプセル内視鏡２に対して通信許可信号を送信する（Ｓ３２）。なお
、通信許可信号も通信確認信号と同じく、固定パターンからなり、外来ノイズとの区別が
つくものが好ましい。但し、通信許可信号の形態は、これに限定されることはない。
　そして、受信装置３は、通信許可信号を送信した後、再び受信待機状態に戻る（Ｓ３０
）。
【００３６】
　また、カプセル内視鏡２は、通信確認信号を送信（Ｓ３）した後、通信許可信号が帰っ
てくると予想されるまでの一定期間、受信待機状態となる（Ｓ５）。この期間に、通信許
可信号を受信した場合（Ｓ６－Ｙｅｓ）には、通信制御部１３が画像信号の送信を行うか
否かを判断し、送信を行うと判断すると画像信号を送信するよう送信手段１１の制御を行
う、即ち、メモリ２０に記憶された画像データを信号処理回路２４により送信に適した送
信用画像データに変更する（Ｓ７）と共に、信号処理回路２４の制御により変調器２２を
オン状態とする（Ｓ８）。そして、送信用画像データは、変調器２２で変調された後、ア
ンテナ２５から送信される（Ｓ９）。また、送信用画像データの送信後、変調器２２は再
びオフ状態となる（Ｓ１０）と共に、メモリ２０中の画像データが消去される（Ｓ１１）
。
　一方、一定期間内に通信許可信号が受信されない場合（Ｓ６－Ｎｏ）には、変調器２２
はオフ状態のまま、次の撮像タイミングを待つことになる。
【００３７】
　また、受信装置３は、カプセル内視鏡２から画像信号が送信（Ｓ９）されると、受信手
段１２により画像信号を受信（Ｓ３３－Ｙｅｓ）すると共に、信号処理回路２４により画
像圧縮等の所定の処理がなされ（Ｓ３４）、処理後のデータが記録部３６に記録される（
Ｓ３５）と共に、表示部４７やワークステーション４に表示される。
　なお、カプセル内視鏡２のメモリ２０に記憶される画像は、１フレーム分に限定される
ことはなく、複数フレームの画像をメモリ２０に記憶し、通信許可信号が確認された場合
に、複数のフレームの画像データを連続して送信する構成としても良い。
　この表示された画像や、記録部３６に記録された画像を見ることで、医師等により被験
者Ａの健康状態等を診断することができる。
【００３８】
　上述したように、本実施形態のカプセル型通信システム１、カプセル内視鏡２及び受信
装置３によれば、カプセル内視鏡２と受信装置３との間の通信状態が良好なときに、生体
情報である画像信号の送信又は受信を行うことができる。つまり、カプセル内視鏡２は、
画像信号を送信する前に通信確認信号の送信を行っている。そして、受信装置３が、この
通信確認信号を受信したとき、即ち、両者の通信状態が良好なときに、画像信号の通信を
許可する通信許可信号を送る。カプセル内視鏡２は、この通信許可信号を受けて初めて画
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像信号を送信するので、確実に画像信号を受信装置３に送信することができる。よって、
カプセル内視鏡２は、受信装置３が画像信号を受信できないときに、画像データ（画像信
号）を送信することはないので、無駄な電力を消費することがない。
　また、受信装置３は、確実に画像信号を得ることができるので、従来のように取得画像
を失うことがない（通信不良による）。これにより、確実に被験者Ａの健康状態等の診断
を行うことができる。
　また、複数フレームの画像データをメモリ２０に記憶し、通信許可信号が受信できた時
にまとめて送信する構成を採用した場合には、例えば、カプセル内視鏡２から送信したに
も関わらず、受信装置３で受信されない画像の枚数等を減らすことができる。
【００３９】
　次に、本発明に係るカプセル型医療装置の第２実施形態を、図５及び図６を参照して説
明する。なお、第２実施形態において、第１実施形態と同一の構成については、同一の符
号を付し、その説明を省略する。
　第１実施形態と第２実施形態との異なる点は、第１実施形態のカプセル内視鏡２は、通
信許可信号を受信するときに共通のアンテナ２５を利用していたのに対し、第２実施形態
のカプセル内視鏡（カプセル型医療装置）５０では、受信手段１２が、通信許可信号を受
信する別のコイル状アンテナ５１を有している点である。
　即ち、本実施形態のカプセル内視鏡５０は、図５及び図６に示すように、外装１４内に
、上記コイル状アンテナ５１と、該コイル状アンテナ５１で受信された信号から通信許可
信号を検出するための受信信号検出回路（包絡線検波回路）５２とを備えている。
【００４０】
　このように構成されたカプセル内視鏡５０に、受信装置３から通信許可信号が送信され
た際の上記受信信号検出回路５２の動作を、図６を用いて説明する。
　通信許可信号が届くと、コイル状アンテナ５１のグラウンドを基準とした電位が発生す
る。そして、ダイオード５５の両端に十分な電位差が生じると、該ダイオード５５はオン
状態となり、コンデンサ５６に電荷が蓄積され始める。また、抵抗５７は、コンデンサ５
６に蓄積された電荷をグラウンドに逃がす。従って、コンデンサ５６と抵抗５７との値で
決まる時定数でコンデンサ５６上端の電位が上昇する。また、比較器５８は、コンデンサ
５６上端の電位と、基準電圧発生器５９が作る基準電位とを比較する。つまり、比較器５
８の出力を見ることで、通信許可信号の検出を行うことができる。
【００４１】
　上述したように、本実施形態のカプセル内視鏡５０は、受信信号検出回路５２の大部分
が受動部品で構成されているため、消費電力を小さく抑えることができる。また、部品点
数が少ないために、小型に構成することが可能である。
　更に、本実施形態においては、受信装置３から送られる通信許可信号を、カプセル内視
鏡５０から送られる通信確認信号に比べて小さく、例えば、数十ＫＨｚ程度にできる。こ
のような低い周波数を用いることにより、体外から体内に至る際の減衰を小さく抑えられ
ることができる。
【００４２】
　次に、本発明に係るカプセル型医療装置及び生体情報受信装置の第３実施形態を、図７
から図９を参照して説明する。なお、第３実施形態において、第１実施形態及び第２実施
形態と同一の構成要素については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
　第１実施形態と第３実施形態との異なる点は、第１実施形態のカプセル内視鏡２は、内
蔵された電池２７により作動していたのに対し、第３実施形態のカプセル内視鏡（カプセ
ル型医療装置）６０は、受信装置３から無線により電力を供給された作動する点である。
【００４３】
　即ち、本実施形態のカプセル内視鏡６０は、図７及び図８に示すように、受信手段１２
が、体外から送られた電力を受ける受信用のコイル状アンテナ６１及び電力受信部６２を
備えている。
　なお、本実施形態においては、通信許可信号が、カプセル医療装置６０に電力を供給す
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るための電力供給用の信号（無線信号）を兼ねているものとする。なお、電力供給は、こ
の場合に限らず、例えば、体外に電力供給装置を設け、該電力供給装置から無線によりカ
プセル内視鏡６０に電力を供給しても構わないし、受信装置３が電力供給装置を兼ねると
共に、送信用アンテナ３３から通信許可信号とは別に電力供給用の信号を送信できるよう
に構成しても構わない。
　上記電力受信部６２は、図８に示すように、通信許可信号から電力を得るための整流回
路６３と、該整流回路６３の出力から通信許可信号を検出して通信制御部１３に送る通信
許可検出部６４とを有している。なお、整流回路６３は、上述した第２実施形態における
受信信号検出回路５２と同様の構成である。
【００４４】
　このように構成されたカプセル内視鏡６０に受信装置３から通信許可信号が送信された
際の電力受信部６２の動作を、図８を用いて説明する。
　受信装置３から送られた通信許可信号（電力供給を兼ねる）は、コイル状アンテナ６１
で電圧に変換され、整流回路６３によって整流される。通信許可検出部６４は、整流回路
６３の出力から通信許可信号が送られているか否かを判断し、その結果を通信制御部１３
に送る。通信制御部１３は、通信許可信号が検出された場合のみ、信号処理回路２４及び
変調器２２を作動させて画像信号を送信する。また、整流回路６３の出力は、蓄積部６５
に一旦蓄えられ、電源回路６６によって安定された後、各構成品へ供給される。
【００４５】
　上述したように、本実施形態のカプセル内視鏡６０によれば、通信許可信号を介して電
力の供給を受けることができるので、電池切れ等の電力切れをなくすことができる。よっ
て、寿命の問題なく、確実に生体情報である体内の画像を得ることができる。また、通信
許可検出部６４が、整流回路６３の出力から通信許可信号を検出するため、別途検出回路
を設ける必要がない。従って、構成を容易にでき、小型化を図ることができる。特に、通
信許可信号が電力を供給する無線信号を兼ねているので、単一の送信手段で良く、受信装
置３についても容易に構成でき、小型化を図ることができる。
【００４６】
　ここで、上記第３実施形態では、カプセル内視鏡６０は外部から電力を供給されて動作
しているので、カプセル内視鏡６０からの通信確認信号が受信装置３で受信されない場合
には、その原因として２つの状況が考えられる。つまり、通信状態が良好でない状況と、
電力不足のためにカプセル内視鏡６０が動作していないという２つの状況である。
　このうち、カプセル内視鏡６０の電力不足を防止するため、通信確認信号が受信されな
いときに、受信装置３の通信許可信号送信手段３８を、カプセル内視鏡６０から通信確認
信号が送信される間隔よりも長い間隔で通信許可信号を送信するように設定することが好
ましい。こうすることで、カプセル内視鏡６０に適時電力を供給でき、電力切れによる通
信確認信号の未送信を防止できる。このことは、確実に体内の画像を得ることに繋がる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明に係るカプセル型通信システムの第１実施形態を示す概略構成図である。
【図２】図１に示すカプセル型通信システムの構成品であって、本発明に係るカプセル内
視鏡の断面面である。
【図３】図１に示すカプセル型通信システムの構成品であって、本発明に係る受信装置の
構成を示すブロック図である。
【図４】図１に示すカプセル型通信システムにより被験者の生体情報を得る場合の、カプ
セル内視鏡と受信装置との通信方式を示すフローチャートである。
【図５】本発明に係るカプセル内視鏡の第２実施形態を示す断面面である。
【図６】図５に示すカプセル内視鏡内の受信アンテナ周辺の回路図である。
【図７】本発明に係るカプセル内視鏡の第３実施形態を示す断面面である。
【図８】図７に示すカプセル内視鏡のブロック図である。
【符号の説明】
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【００４８】
　Ａ　　被験者
　１　　カプセル型通信システム
　２、５０、６０　　カプセル内視鏡（カプセル型医療装置）
　３　　受信装置（生体情報受信装置）
　４　　ワークステーション
　１０　　取得手段
　１１　　送信手段
　１２　　受信手段
　１３　　通信制御部（通信制御手段）
　１４　　外装
　１５　　筐体
　１６　　透明カバー　
　１７　　ＬＥＤ
　１８　　対物レンズ
　１９　　固体撮像素子
　２０　　メモリ
　２１　　撮像部制御手段
　２２　　変調器
　２３　　復調器
　２４　　信号処理回路
　２５　　アンテナ
　２６　　切替スイッチ
　２７　　電池
　２８　　電源回路
　３０　　外部装置
　３２　　受信アンテナユニット　
　３３　　送信用アンテナ
　３５　　受信手段
　３６　　記録部
　３７　　通信許可信号生成部
　３８　　通信許可信号送信手段
　４０　　受信回路
　４１　　信号処理回路
　４２　　選択制御部
　４５　　制御部
　４６　　送信回路
　４７　　表示部
　５１、６１　　コイル状アンテナ
　５２　　受信信号検出回路（包絡線検波回路）
　５５　　ダイオード
　５６　　コンデンサ
　５７　　抵抗
　５８　　比較器
　５９　　基準電圧発生器
　６２　　電力受信部
　６３　　整流回路
　６４　　通信許可検出部
　６５　　蓄電部
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